
 令  和  ７  年  度     岡  ⼭  県  ⽴  ⾼  梁  城  南  ⾼  等  学  校     部  活  動  に  係  る  活  動  ⽅  針 

   

 １     本  校  の  設  置  す  る  部  活  動 

 （  1  ）  運  動  部  活  動  （  10     う  ち  男  ⼦  10  、  ⼥  ⼦  8  ） 

 バ  レー  ボー  ル  （男  ⼥）、  ソ  フ  ト  テ  ニ  ス  （男  ⼥）、  卓  球  （男  ⼥）、  サッ  カー  （男）、  剣  道  （男  ⼥）、 

 バ  ス  ケッ  ト  ボー  ル  （男  ⼥）  バ  ト  ミ  ン  ト  ン  （男  ⼥）、  陸  上  競  技  （男  ⼥）、  ラ  イ  フ  ル  射  撃  （男  ⼥）、 

 軟  式  野  球  部  （男） 

 （  2  ）  ⽂  化  部  活  動  （７） 

 写  真  部、  美  術  部、  社  会  問  題  研  究  部、  電  ⼦  ⼯  学  部、  吹  奏  楽  部、  郷  ⼟  芸  能  部     地  域  連  携  部 

 ２     ⽬     標 

 （  1  ）  運  動  部  に  お  い  て  は、  運  動  習  慣  の  確  ⽴  等  を  図  り、  豊  か  な  ス  ポー  ツ  ラ  イ  フ  を  実  現  す  る  た  め  の  資  質‧  能  ⼒ 

 の  育  成  を  図  る  と  と  も  に、  バ  ラ  ン  ス  の  と  れ  た  学  校  ⽣  活  を  送  る  こ  と  が  で  き  る  よ  う  に  す  る。 

 ⽂  化  部  に  お  い  て  は、  ⽣  涯  に  わ  た  る  芸  術  ⽂  化  等  の  活  動  に  親  し  む  基  盤  を  養  成  す  る  た  め  の  資  質‧  能  ⼒  の  育 

 成  を  図  る  と  と  も  に、  バ  ラ  ン  ス  の  と  れ  た  学  校  ⽣  活  を  送  る  こ  と  が  で  き  る  よ  う  に  す  る。 

 （  2  ）  他  者  を  尊  重  し  他  者  と  協  同  す  る  精  神、  公  正  さ  と  規  律  を  尊  ぶ  態  度  や  克  ⼰  ⼼  を  培  い、  実  践  的  な  思  考  ⼒‧  判 

 断  ⼒  を  育  む。 

 （  3  ）  ⽣  涯  に  わ  た  る  健  全  な  ⼼  と  ⾝  体  を  培  い、  豊  か  な  ⼈  間  性  を  育  む。 

 （  4  ）  ⽣  徒  の  ⾃  主  的、  ⾃  発  的  な  参  加  に  よ  り  ⾏  わ  れ、  学  校  教  育  の  ⼀  環  と  し  て  教  育  課  程  と  の  関  連  を  図  り、  合    

    理  的  で  か  つ  効  率  的‧  効  果  的  に  取  り  組  む。 

 ３     部  活  動  の  運  営  に  つ  い  て  （校  内  で  の  取  り  決  め  事  項  等） 

 （  1  ）  休  養  ⽇  及  び  活  動  時  間  に  つ  い  て 

             ①     休  養  ⽇        平  ⽇  ：  各  部  の  実  情  に  応  じ  て  週  1  ⽇  設  定  す  る  こ  と  を  原  則  と  す  る。 

                                  休  ⽇  ：  ⼟  曜  ⽇  ⼜  は  ⽇  曜  ⽇  い  ず  れ  か  １  ⽇  設  定  す  る  こ  と  を  原  則  と  す  る。 

             ②     活  動  時  間     平  ⽇  ：  １  ６  ：  ０  ０  〜  １  ８  ：  ３  ０  （原  則  ２  時  間  以  内、  １  ９  ：  ０  ０  完  全  下  校） 

                                  休  ⽇  ：     ９  ：  ０  ０  〜  １  ６  ：  ０  ０  （原  則  ３  時  間  以  内） 

             ③     そ  の  他 

           ‧  定  期  考  査  １  週  間  前  は  原  則  と  し  て  部  活  動  は  停  ⽌  期  間  と  す  る。  た  だ  し、  顧  問  が  必  要  と  認  め  た  場 

                合  は、  顧  問  付  き  添  い  の  も  と  ９  ０  分  程  度  ま  で  活  動  す  る  こ  と  が  で  き  る。  但  し、  終  了  時  刻  を  次  の 

 よ  う  に  定  め  る。 

 ☆  ４  校  時  の  場  合  は  １  ４  ：  ３  ０        ☆  ６  校  時  の  場  合  は  １  ７  ：  ３  ０ 

           ‧  定  期  考  査  中  は  原  則  と  し  て  部  活  動  は  禁  ⽌  と  す  る。  た  だ  し、  活  動  を  必  要  と  す  る  特  別  な  理  由  が  あ  る  場  合 

 は、  「部  活  動  特  別  練  習  実  施  伺  書」  を  提  出  す  る  こ  と  に  よ  り、  顧  問  付  き  添  い  の  も  と  ９  ０  分  程  度  ま  で  活 

 動  す  る  こ  と  が  で  き  る。  但  し、  保  護  者  に  も  通  知  す  る  と  と  も  に  終  了  時  刻  を  次  の  よ  う  に  定  め  る。 

                ☆  ２  校  時  の  場  合  は  １  ２  ：  ３  ０     ☆  ３  校  時  の  場  合  は  １  ３  ：  ３  ０     ☆  ４  校  時  の  場  合  は  １  ４  ：  ３  ０ 

 （  2  ）  ⼤  会‧  コ  ン  クー  ル  参  加、  県  外  遠  征  等 

           ‧  主  催  者  が  学  校  体  育  連  盟‧  学  校  ⽂  化  連  盟  以  外  の  ⼤  会  に  参  加  す  る  場  合  や、  県  外  遠  征  等  を  計  画  す  る  場  合 

 は、  ⽣  徒  派  遣  委  員  会  の  承  認  を  得  る  こ  と。 

 ４     そ  の  他 

 （  1  ）  体  罰  ･  ハ  ラ  ス  メ  ン  ト  等  の  根  絶  を  図  る  た  め  の  取  組 

           ‧  顧  問  は、  ⽣  徒  の  成  ⻑  を  サ  ポー  ト  す  る  た  め  に、  や  る  気  を  引  き  出  す  よ  う  な  コー  チ  ン  グ  に  努  め  る  と 

 と  も  に、  い  か  な  る  理  由  が  あっ  て  も、  体  罰‧  ハ  ラ  ス  メ  ン  ト  等  は、  決  し  て  許  さ  れ  な  い  も  の  で  あ  る 

 と  の  認  識  を  持  ち、  学  校  全  体  で  体  罰‧  ハ  ラ  ス  メ  ン  ト  等  の  な  い  指  導  を  徹  底  す  る。 

           ‧  4  ⽉  ：  部  活  動  に  係  る  体  罰‧  ハ  ラ  ス  メ  ン  ト  等  の  根  絶  に  関  す  る  校  内  研  修  を  実  施  す  る。 

 （  2  ）  部  活  動  顧  問  会  議  （研  修  会  の  実  施  等）  に  つ  い  て 

 ‧  年  度  始  め  に  顧  問  会  議  を  実  施  し  共  通  理  解  を  図  る  こ  と  と  す  る。 

 （  3  ）  部  費  の  取  扱  に  つ  い  て 

           ‧  部  費  を  徴  収  す  る  部  に  お  い  て  は  決  算  報  告  を  校  ⻑  に  提  出  し、  保  護  者  に  報  告  す  る。 

 （  4  ）  活  動  計  画‧  活  動  実  績  に  つ  い  て 

 ‧  顧  問  は  毎  ⽉  の  活  動  計  画‧  活  動  実  績  を  校  ⻑  に  提  出  す  る。 

 （  5  ）  同  好  会  に  お  い  て  も  本  活  動  ⽅  針  に  準  じ  る。 


